
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

事業所情報の入力のしかた

■ ハローワークに求人を申し込む場合は、事業所登録を行う必要があります。
ハローワークに求人を申し込んだことがある場合は事業所登録が済んでいますので、あら

ためての登録は不要です。ご不明な場合は、事業所情報が登録されているか確認しますので、
事業所所在地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

■ 事業所登録を行う必要がある場合
以下の手順にしたがって、事業所情報を入力（仮登録）してください。（筆記式の「事業所

登録シート」による手続きをご希望の場合は、ハローワークインターネットサービス内から
ダウンロードしてご記入の上、ハローワークの窓口にご提出ください。）

■ 事業所登録が完了している場合
事業所番号をご準備のうえ、求人情報を入力（仮登録）してください（リーフレット「求人情

報の入力のしかた」を参照）。

事業主の方へ

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

ハローワークインターネットサービス トップ

●「求人者マイページ」未開設の場合

ボタンをクリックしてください。

●「求人者マイページ」開設済みの場合

事業所登録が済んでいますので、あらためての

登録は不要です。「ログイン」ボタンから、求人

申込みなどのメニューをご利用ください。
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求人申し込み実績

求人申し込み実績について、画面にしたがって選択してください。

～ 共通の入力ルール ～

● 「必須」と表示されている項目は、必ず入力してください。

● 「任意」と表示されている項目は、可能な範囲で入力してください。

● いったん選択したものについて、何も選択していない状態に戻したい場合は、「○未選択 を選択し

てください。

● ハローワークの来所者端末では、入力情報の一時保存機能は利用できません。（会社のパソコンから手

続きする場合は、一時保存機能を利用できます。）

● 入力忘れや入力間違い（半角・全角など）がある場合、画面上にメッセージが表示され、先へ進めません。

【赤色のメッセージの場合】内容を入力・修正した上で、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。

【オレンジ色のメッセージの場合】内容を確認し、修正が不要であれば、もう一度「次へ進む」ボタンを
クリックしてください。

● 事業所情報を入力中に、「一時保存」ボタンを押下すると、事業所情報の登録を中断した情報を一時保

存できます。

○未選択

＜初めてハローワークに求人を申し込む場合＞

ハローワークで事業所情報が登録されているか確認します
ので、事業所所在地を管轄するハローワークにお問い合わせ
ください。

事業所情報が登録されていない場合は、事業所登録手続き
を行うため、「ハローワークに求人を申し込んだことはな
い」を選択し、 事業所情報ボタンをクリックしてください。

②

＜ハローワークに求人を申し込んだことがある場合＞

ハローワークに求人を申し込んだことがある場合、事業所
登録は完了していますので、あらためての登録は不要です。

「過去にハローワークに求人を申し込んだことがある」を
選択し、事業所番号を入力し、求人情報 ボタンから求人仮
登録手続きに進んでください。

事業所番号が分からない場合は、事業所所在地を管轄する
ハローワークにお問い合わせください。
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事業所仮登録－１．企業基本情報

企業・団体の基本情報（法人番号、法人名、本社所在地、設立年など）を、画面にしたがって入力してください。

【法人番号】
法人番号は必ずご入力ください。
個人事業主の場合は入力不要です。

【法人名】【本社所在地】
「法人名」「本社所在地」は求人
票には掲載されません。

【資本金】
「資本金」は、法人・団体の資本
の額又は出資の総額をご入力くだ
さい。資本金などが存在しない法
人・個人事業主は入力不要です。

このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。
③

※ 情報を変更すると共通の法人番号を持つ事業所の情報の全てが変わるので注意してください。



事業所仮登録－２．事業所基本情報

事業所の基本的な情報（事業所名、代表者名、所在地、電話番号など）を、画面にしたがって入力してください。

【雇用保険適用事業所番号】

雇用保険適用事業所の場合は、入力してく
ださい。事業所番号は「雇用保険適用事業所
設置届（事業主控え）」などで確認できます。

【所在地】

・「郵便番号」を入力し「住所検索」ボタン
をクリックすると、該当する市区町村等が表
示されますので、続きを入力してください。

・都道府県から入力してください（都道府県
名を入力しないと地図を表示できません）。

・求職者が迷わないよう、ビル名、階数、部
屋番号まで正確に入力してください。

【最寄り駅１】

・鉄道等の最寄り駅を登録してください。路線
名と駅名を入力してください。
（入力例：○○線△△駅）

・最寄り駅は３つまで登録できますが、求人票
に掲載されるのは１つ目のみとなります。

・バス停については、求人申込み時に「就業場
所に関する特記事項」欄を活用してご登録くだ
さい。

【地図】

・「地図表示」ボタンをクリックすると、入
力した所在地の周辺地図が表示されますので、
ピンの位置や縮尺を調整してください。

・ピン表示を希望しない場合は、ピンを削除
することができます。

このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。
④



事業所仮登録－３．事業所詳細情報

事業所の事業内容や会社の特長などを、画面にしたがって入力してください。

【事業内容】
事業の種類のほか、取扱商品、ブランド、

顧客層、店舗数、最近の業績など、事業展開
の状況などもわかりやすく入力してください。

【会社の特長】
会社の経営方針、社風、スポーツや文化支

援、ボランティアなどの地域貢献活動など、
会社のアピールポイントをわかりやすく入力
してください。

【就労継続支援Ａ型事業所】
「就労継続支援Ａ型事業所」とは、障害者

総合支援法に基づく指定を受け、通常の事業
所に雇用されることが困難であり、雇用契約
に基づく就労が可能である障害者に対して、
雇用契約の締結等による就労の機会の提供等
の支援を行う事業所のことです。該当する場
合はチェックしてください。

【加入保険等】【企業年金】
【退職金共済の加入】【退職金制度】
事業所に雇用される通常の労働者に適用さ

れる制度などを選択・入力してください。

⑤

【定年制】【再雇用制度】【勤務延長】

事業所に雇用される通常の労働者に適用さ
れる制度を選択・入力してください。

「定年制」：事業所の労働協約、就業規則、
労働契約等で定める定年制の有無、定年年齢
などについて入力してください。

「再雇用制度」：定年年齢に到達した者を
いったん退職させた後、再び雇用する制度の
有無、上限年齢について入力してください。

「勤務延長」：定年年齢に達した者を退職さ
せることなく引き続き雇用する制度の有無、
上限年齢について入力してください。

「事業所に関する特記事項」：定年制、再雇
用制度、勤務延長についての条件などがある
場合は入力してください。

また、高齢法に基づく70歳まで継続的に業務
委託契約等を締結する制度の導入や事業主が
自ら実施する社会貢献事業に従事できる制度
を導入している場合、講じている措置の種類、
措置の対象となる上限年齢、措置の対象者の
基準がある場合はその旨を「事業所に関する
特記事項」欄に入力してください。



【職務給制度】

・事業所に雇用される通常の労働者に適用さ
れる制度を選択・入力してください。

・職務給制度とは、基本給の決定要素が専ら
職務給である（職務・職種などの仕事の内容
に基づき基本給が決定される）ものを指しま
す。職務給に加え、職能給（経験年数・スキ
ルなど）や年齢給を組み合わせている場合で
あっても、賃金の大半が職務給により決定さ
れている場合は該当します。

・基本給が年齢や勤務年数・スキルなどに応
じ決定されている場合は該当しません。

・基本給に上乗せされる職務手当とは異なり
ます。

・職務に応じた賃金額の支給規程などがある
ものに限ります。

【復職制度】

・復職制度とは、結婚、出産、介護、疾病、
配偶者の転勤などによりいったん退職した場
合に復職する（再雇用する）制度を指します。

・育児・介護などの休業後に職場復帰するも
のは該当しません。

【就業規則】

・同一の就業規則をフルタイムとパートタイ
ムに適用する場合はそれぞれ「あり」を選択
してください。

「フルタイム」：正社員のほか、正社員と同じ就業
時間の従業員は、雇用形態や社内での呼称にかかわ
らずフルタイムになります。

「パート」：正社員より就業時間が短い従業員。

【ＰＲロゴマーク】
取得しているロゴマークを求人票などで表

示できます（４つまで選択可）。

このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。次へ進む
⑥



事業所仮登録－４．事業所就業場所情報

事業所所在地と異なる就業場所について、画面にしたがって入力してください。

このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。

【事業所と異なる就業場所】

・事業所所在地のほかに、工場や支店、店舗
など、最大20箇所まで就業場所として登録で
きます。登録する場合は「ある」を選択して
ください。

・あらかじめ就業場所情報を登録しておくこ
とで、求人申込み時に登録情報を利用（転
用）することができます。

【最寄り駅１】

・鉄道等の最寄り駅を登録してください。路線
名と駅名を入力してください。
（入力例：○○線△△駅）

・最寄り駅は３つまで登録できますが、求人票
に掲載されるのは１つ目のみとなります。

・バス停については、求人申込み時に「就業場
所に関する特記事項」欄を活用してご登録くだ
さい。

⑦

【住所】

・「郵便番号」を入力し「住所検索」ボタン
をクリックすると、該当する市区町村等が表
示されますので、続きを入力してください。

・都道府県から入力してください（都道府県
名を入力しないと地図を表示できません）。

・求職者が迷わないよう、ビル名、階数、部
屋番号まで正確に入力してください。

【地図】

・「地図表示」ボタンをクリックすると、入
力した所在地の周辺地図が表示されますので、
ピンの位置や縮尺を調整してください。

・ピン表示を希望しない場合は、ピンを削除
することができます。



事業所仮登録－５．事業所ＰＲ情報

ＰＲ情報（代表的な支店・営業所・工場等、福利厚生・研修制度、両立支援の内容など）を、画面にしたがって
入力してください。

【ＰＲ情報】
登録した内容は、「求人票」には掲載さ

れませんが、「求人・事業所ＰＲシート」
やハローワークインターネットサービスを
通じて公開されます。

【福利厚生の内容】

独自の福利厚生制度について入力してく
ださい。

（例）社員食堂、社内融資制度、法定以上
の健康診断（人間ドック補助、メンタ
ルヘルス）、余暇活動支援、制服の有
無、休憩室の有無など

【研修制度の内容】

社内研修制度や資格取得の補助など、従
業員向けの各種研修制度について入力して
ください。

【両立支援の内容】

育児や介護など家庭の都合や病気などの
事情を抱えている方に対する勤務時間の調
整や休暇の付与などの支援や配慮があれば
入力してください。

⑧
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【障害者に対する配慮に関する状況】

障害者専用求人（障害者に限定して募集する求人）の提出予定の有無に
かかわらず、できる限りご入力ください（障害者専用求人以外にも障害者
が応募する場合があります）。

このページの入力が終わったら、「次へ進む」ボタンをクリックしてください。

⑨

【企業在籍型ジョブコーチの有無】

企業在籍型ジョブコーチ（※）の配置の有無を
選択してください。

※ 企業に在籍し、同じ企業に雇用されている障害のある労働
者が職場適応できるようさまざまな支援を行う人を「企業
在籍型ジョブコーチ」といいます。(独)高齢・障害・求職
者雇用支援機構が実施する企業在籍型職場適応援助者養成
研修又は厚生労働大臣が定める企業在籍型職場適応援助者
養成研修を修了すると企業在籍型ジョブコーチになれます。

【バリアフリー対応トイレ】

バリアフリー対応トイレの有無について選択し
てください。
※ オストメイト対応トイレとは、オストメイト（人工肛門・
人工膀胱保有者）の方が排泄物の処理、ストーマ装具の交
換・装着などができる設備を備えたトイレのことです。

【障害者に配慮したその他の施設・設備等】

障害者に配慮したその他の施設・設備などがあ
る場合は、その内容や取組などを入力してくださ
い。
（記載例）
・点字ディスプレイなどの就労支援機器の導入
・車いす用駐車場の整備
・障害者向け社宅の整備

・

・

・

・
・

・

・



事業所情報の入力（仮登録）が完了しました。続けて、求人情報 を入力ボタンをクリック
し、求人情報を入力してください。

事業所仮登録完了

⑩

これで事業所情報の入力が終わりますので、「完了」 ボタンをクリックしてください。

事業所仮登録－６．画像情報

画像情報を登録すると、ハローワークインターネットサービスやハローワークの来所者端末で公開されます。
（求人票には掲載されません。）
■登録できる写真：建物外観、作業風景、使用機械、製造・販売品など
■登録できるその他の画像：会社パンフレット、会社ロゴ、関係資料など
■登録できる画像数：10ファイル
■ファイルのサイズ：１ファイルにつき２MBまで
■ファイルの種類：JPEG、GIF、PNG、BMP

（注）画像情報の著作権・肖像権等が求人者ではなく第三者にある場合は、求人者の方が、関係者に対してハローワークの求
職者等にインターネットを通じて公開することについて承諾を得る必要があります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク


